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福
島
市
議
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る
条
例
制
定
の
件 

 

本
議
案
を
、
地
方
自
治
法
第
百
九
条
第
六
項
及
び
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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会
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運
営
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員
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委
員
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克 
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別紙１－（３） 



（
別
紙
） 

 
 
 

福
島
市
議
会
の
会
期
等
に
関
す
る
条
例 

 

（
会
期
） 

第
一
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会
の
会
期
は
、
八
月
一
日
か
ら

翌
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

（
定
例
日
） 

第
二
条 

法
第
百
二
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
的
に
会
議
を
開
く
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
福
島
市
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元

年
条
例
第
二
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
で
な

い
日
と
す
る
。 

一 

九
月
及
び
十
二
月
の
一
日 

二 

翌
年
三
月
及
び
六
月
の
一
日 

（
委
任
） 

第
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
福
島
市
議
会
の
会
期
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
福
島
市
議
会
定
例
会
の
回
数
を
定
め
る
条
例
の
廃
止
） 

２ 

福
島
市
議
会
定
例
会
の
回
数
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
条
例
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
提
案
理
由
） 

議
会
機
能
の
更
な
る
強
化
及
び
活
性
化
、
主
体
的
な
議
会
活
動
、
緊
急
時
に
お
け
る
迅
速
な
議
会
対
応
等
を
図
り
会
期
を
通
年
と
す
る
た
め
、
条
例
を
設
け
る
も
の

で
あ
る
。 


